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地域長挨拶

桜の花が散り新緑が映える清々しい季節から、今迄と何ら変わらず

季節は一歩一歩初夏へと移って行きます。

しかし、私たちの生活は今迄と異なり、普通に行ってきた日々の営

みが拒否されるような状態が一年以上続き、木津町区住民の人と人と

の繋がりや、互いの考えを伝えあい、認識を共有するためのコミュニ

ケーション活動が難しくなった今日です。

木津町区の最も重要なイベントである総会も、二年続けて資料配付

による総会（書面審査）となりました。

新型コロナワクチン接種は高齢者を優先に8月上旬には終えられ、

少しは活動できる状況になるのではと期待出来ますが、全住民がワク

チン接種を終え、何の制約も無しに今迄と同様に活動出来るのはもう

少し先になりそうです。

木津町区の事業はコロナ以前の事業を基に計画しましたが、コロナ

感染状況を見ながら感染防止対策を最優先にし、事業は臨機応変に活

動してまいります。

新型ウイルス感染防止対策の影響により何かにつけて制約され、地

域活動が計画通り実施できない場合も多々有ると思いますが、この点

についてもご了承願います。

対面会議等で情報伝達出来ない場合は“回覧”、“木津町区HP”等々

でお知らせすることで補ってまいります。

今後とも木津町区活動に、ご理解とご協力を頂きたくお願い申し上

げます。

木津町区地域長（区長）郵再考え
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木津町区の瞥さまへ

皆さまには、平素より市政運営へのご理解、ご協力を賜りまして厚く

お礼申し上げます。

自主防見合をはじめとする地元地域での活動に、聴力的に取り組んで

おられます皆さまに対しまして、敬意を泉する次第でございます。

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大が各地で続いております。京都

府を対象とします国からの緊急事態宣言につきましても、今月末まで延長

されました。

市といたしましても、後求からの感染拡大防止泉にかえまして、高齢者

向けワクチン操種の対応に、市を挙げて取り組んでいるところです。

今月下旬からは、高齢者向けのワクチン集団藤種が始まりますので、

幹線に円滑にワクチンを接種していただくことができますよう、ご協力

よろしくお願いいたします。

医療挽供体制の逼迫が報逢され、感染拡大がまだまだ予断を許さない

状況が続いております。皆さまにおかれましても、引き続き、感染防止に

取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

また、これからの時期、集中豪雨や台風等の風害リスクも高まってまい

ります。木津町区にお住まいの皆さまにおかれましては、叉害情報に耳を

傾けていただき、いざという時はためらうことなく避難し、皆棟の安全を

最優免に行動していただきますようお願い申し上げます。

結びにあたりまして、木津町区の今後ますますのご斧展と住民の皆棟の

ご多幸をお祈り申し上げまして、私からのご挨拶といたします。

綿3年5月吉牒　　即嘲呵岬長野や泉キ
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令和2年度事業総括と今年度の活動方針

令和2年度は、新型コロナウイルスに始まり変異株のコロナウイルスに明

け暮れ、現在においても収束の気配が全く無く、今迄経験した事の無いコロ

ナ禍での暮らしを余儀なくされた年度でした。

当初計画していた全ての事業計画においても、縮小又は中止せざるを得な

い状況となり、事業が当初計画通り達成出来なかった事は非常に残念でなり

ません。

地域の皆様と対面によるコミュニケーションを図れる機会も少なく、緊急

事態宣言発出期間の総会や開発会議は書面にて行い、解除後においても感染

防止を最優先にしながら防災大会、防災研修、合同会議、開発会議を開催する

ことで、なんとか地域の繋がりやコミュニティを維持してきました。

今年度においても、基本理念である「安全で住みよい地域」を目指してまい

ります。

事業計画は基本理念達成に向けての事業となりますが、コロナ禍での事業

活動となることから、木津町区民の皆様からのご意見を頂きながら感染防止

を最優先にして活動してまいります。
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令和2年度事業報告

1．市政と地域住民との連絡調整

通常要望事項に関しては各町内会（自治会）からの要望書を取り纏め、提出すると伴に現

地確認、要望内容の把握、そして市が措置すると回答した案件に関しては実施状況の確認

を行いました。

緊急な随時要望については、該当自治会代表者と市と連携しながら「瓦谷空地雑草除去」、

「不二荘園の空き家放置」の要望2件は解決しました。また、市や木津警察署、木津町区

等からの連絡については回覧にて各町内会（自治会）へ配付すると同時に木津町区HPに

も掲載しました。

2．防災、減災に向けた取り組み

コロナ禍において感染防止を最優先に防災大会は各町内会（自治会）の代表者による少

人数で「感染防止対策のための避難方法」、「歴史から考察する木津の洪水と避難場所」二

つの講演を受講し、防災に対する意識を高めることができました。

防災研修も例年のようなバスによる防災センター見学、そして地域住民間の親睦を深め

る食事会は出来ませんでしたが、体力向上を兼ねた郊外ハイキング「木津町区を取り巻く

河川と治水設備の見学」を行い、市・建設部、危機管理課から治水設備、河川の説明を受

けたことで木津町区地域の洪水に対する弱点と、どのようにして洪水から守られているか

を再認識することが出来ました。

また、木津町区から2名の方が厳しい防災士資格試験に見事合格され、防災士の資格を

取得されました。
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令和2年度事業報告

3．安全で犯罪の起きない地域

木津町区地域内で発生した接触事故等の回覧による周知、危険地域の安全対策要望、防

犯パトロール実施により安心で住みやすい地域を目指しました。

防犯パトロールについては、地域住民の参加を募り、今後も継続していきます。

草を訪うモノ　　色気をするモ′　くゥつかないでン
■WJ血，　　　■－W蜘　　　一岬一

4．地域住民と情報の共有化

従来から実施している各種会議、総会冊子や回覧の配付、それに加え比較的タイムリー

に情報提供できる木津町区HPを立上げ、情報の共有化を図りました。

また、新たに5箇所の住宅開発が計画され、開発会議の中で協定書について審議して頂

きました。

●■量■■

し鱒＿軍艦姦〕

5．新旧住民の交流

住民間の交流を図るべくイベント（防災大会、防災研修、防災訓練）はことごとく新型
コロナの影響で、全ての催しが縮小又は中止せざるを得ない状況となり、今後の課題とし

て継続していくとともに新たな取組を模索していきます。
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令和2年度事業報告

6．木津町区区民参加のイベント（自主防災研修）

7．その他詳細については次頁以降参照願います。
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令和2年度　事業報告

1．木津川市開催会議等

月　日 俘�������mｨ�R�場　所　等 �4X������wb�

R2．4．7 冦�,8抦ｧxﾕｩ?ﾈｧx��木津小学校 ��hﾅ�5(8ﾘ6亅I�Yf育�,ﾈ+ﾘ-�鰻����(h鈔�

4．8 冦�,9(hｧxﾕｩ?ﾈｧx��木津中学校 

4．10 冦�,9v9'H��?ﾈ����木津幼稚園 

4．23 冦�,8抦ｧxﾕｩ&闔hｺi|ﾘ効醜檍ｶ2�木津小学校会議室 ��hﾅ�5(8ﾘ6亅I�Yf育�,ﾈ+ﾘ-�(h鈔�

4．－ 冦�,9�i?�Zｩ&9�h自YH��f�&8ｨ��:饑�ﾙ�橙�¶ 傚�lｨ,�.h.兩�ﾙ��

6．．30 ��c���m�,9�ﾈ�9&闔i+x檍ｶ2�市・4階会議室 �&闔i+x��宛9�為9�ﾘ*�.x,ﾉ��xﾘ源xｨ馼ﾘ�ｦR�顥&9�ﾈ*�.x,ﾉ��xﾘ源xｨ馼ﾘ�&闔i+x檍ｨ�:饑�ﾙ��o�什�偬�8ﾊ��X�饑�ﾏ�ｫr�

7．【 冦�,9v9'H��暮:陞��木津幼稚園グラウンド ��hﾅ�5(8ﾘ6亅I�Yf育�,ﾈ+ﾘ-�鰻����(h鈔�
木津小学校運動会 冦�,8抦4�8�4X986��

7．13 凩��)D�7一偃Yf胃��y�I��xﾘ橙�市役所4階会議室 冉胃�YI+x��育9+x街����ﾊH�8���8*�.x,ﾉ6�$"�馼ﾘ���+ｸ,ﾉ�ﾂ�

8．25 冦�,9&闔hﾔﾈ刺ｺi.�阮8効醜橙�檍ｶ8���iD8効什��k陞��｢�木津用水施設管理棟 �&闔i+x��宛9�厭��ﾋ9D�7��Xｨ�:饑�ﾙ��Xﾈ亥｢��XｬHﾛ雲�ﾙ��Xｴｹ�X�Y�y�H�Xｺi.飲�,ﾉ¥��$�"�ｨ�:霽h柯�X�迚uﾈ蠅�

9．5 冦�,9�ﾈ�8ﾆ怨h檍�冦�,9�8刺�｢�－ ��hﾅ�5(8ﾘ6亅I�Yf育�,ﾈ+ﾘ-�鰻����(h鈔�

9．－ 冦�,9�ﾈ�9�ﾙgh�),y8俾��ー 

10．－ 冦�,9�ﾈ�9f胃�ﾅ��ｲ�ー �5(8ﾘ6�4X488ｸ5��陌�,ﾈ+ﾘ-�Y�)(h鈔�

11．．18 ��c(��m�,9�ﾈ�9&闔i+x檍ｶ2�市・4階会議室 �&闔i+x����亳9���ｨ�Xﾗ9�ﾘ*�.x,ﾉ��xﾘ源xｨ饕�ﾘ��Y&闔i+x檍駟k�ｼx*�.x,ﾉ��xﾘ源xｨ馼ﾘ��Y&闔b�+x檍*�.x,ﾉ��xﾘ馼ﾘ��X�8ﾊ��X�饑�ﾏ�ｫx檍�Xﾘ(�"�5�8�ｬyyﾘ�ﾗX��冉胃���ﾞﾈ,h駟��ｩzﾈ�ｨ�X+ｸ,ﾉ�ﾂ�

木津地域広域協定運営委員会 「植栽活動・花壇づくり」 ��伜)�H�Ym�,9w��Y�c"�Zｩ�X�｢�副地域長出席パンジー苗（240ポット）とチュー リップ球根（280個）植栽・花壇つくり、刈払機安 全講習 

12．2 俤�･�鳬�ｨ*�*��ﾈﾝ駢ｹ�ﾈﾊH�2�市・4階会議室 �>ﾈ4ｸ�ｸ6h98齪��檠+x��f胃�YI+r�

R3．1．10 冦�,9�ﾈ�8��f�&8����J小l見台小学校 倩ｨ5(8ﾘ6�4X488ｸ5��陌�,ﾈ+ﾘ-�Y�)(h鈔�

1．13 ��Ym�,9��,ｹ&闔hｹ驂ﾙE��ｨ7h8��98�i�hｴｸ��?ﾈ�(,僵ｨ*I��k��不二荘園集会所 �&闔i+x���8�YE��ﾘ攤.h.���k�/��8*��:��

2．27，28 冦�,9�ﾈ�9f胃�贓wｹ�ﾈﾗX�hﾜ��市・4階会議室 仞h�Yf胃�YI+x��>ﾈ4ｸ�ｸ6h98�X齪��檠+x�����

3．12 冦�,9(hｧxﾕｩ�(ｼh��木津中学校 ��ｨ5(8ﾘ6�4X488ｸ5��陌�,ﾈ+ﾘ-�鰻����(h鈔���

3．－ 冦�,8抦ｧxﾕｩ&闔hｺi|ﾘ効醜檍ｶ2�木津小学校 

3．18． 冦�,9v9'H���(����木津幼稚園 

3．19 冦�,8�ﾈ6xｧxﾕｩ�(ｼh��木津小学校 

2．木津町区事業及び開催会議他

月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

R2．4．2 冉鵜h7�6x8ﾘ�ｸ8ｸ醜4ﾈ6(4�4�7H橙�不二荘園集会所 ���kﾈ������5(8ﾘ6�4X488ｸ5��陌�,ﾈ+ﾘ-�9ilｩ(h鈔�

4．7 俾俾�檠�9Uﾈ�)kﾉ^ｸﾞﾉ�ﾂ�市・社協 �&闔i+x.h.�8��ｸ8ｸ,�,I/�ｹ��

4．11 凩��ﾋ9D�7��hｬHﾛ��中央交流会館・研1 ���H馼�����h����&闔i+r�

4．18 仞h賈o�醜檍ｶ2�不二荘園集会所 ��ﾘ檍��郢_ｹd����ﾘ檍ﾟｸ��ﾕﾉ�ﾈ��ｴｹo�¥���

4．27 倬�;iuh��ｬyyﾘ勾�Xﾅ����,iub���査鰄ｬyyﾘ勾�YN�������市・社会福祉課 �&闔i+y/���佻ﾉ)ｩmｨ髯;iuh��&��｢�
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月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

4．29 仞h�X*�&ﾘ.x+�����yyGｩWB�各自治会長宅に配達 �,ｨ�ﾙ�ﾘ檍��lｩ�(ﾛ���ﾘy:��9(h鉅,ﾈ*�&ﾘ.x+��

4．27 倬�;iuh��ｬyyﾘ勾�Xﾅ�����市・社会福祉課 佻ﾉ)ｩmｨ髯;iuh��&��

；5・16 ��e#)D�7�,ｨ�ﾙ�ﾘ檍､ｨﾜ2�各自治会長宅 �,ｨ�ﾙ�ﾘ檍��lｩ�(ﾛ駅���{�ｩWB�

5．18 �&闔iwieﾘ�8�,ﾈﾋｹ&隕ﾙDb�木津町区内 仞h賈o�蹴�

5．24 �#)D�7�,ｨ�ﾙ�ﾘ檍�9Db�ー ��ﾘ檍ｶ8駟�8,H裨:�/�;�+ﾘ�僵ﾙ���c����8ﾊ傚��c��｢�

5．30 �&闔i+x檍ｶ9K)�磯�{��X��yyGｩWB�各自治会長宅 ��X檍ｶ8��{��cH刪�3h�3x�3��3���3���3�(�3�x�3#8�3#8�ﾃ���Xﾘy:��9(h鉅,ﾈ郊��{�,�,H*�&ﾘ.x+��

区四役員会議 儻9?������檍��コロナ禍における防災大会、防災研修、その他 事業活動、区費、官公庁挨拶廻りについて 

6．1 ��Ym�,8,ﾉ[h嶌ﾞ�,i|�/�荿.���b�－ �&闔i+xｷ�-�o�醜-h,ﾉX�%8,ﾙk8*(馼,Xﾘx�2�
後援依頼 凵i後援者名として「木津町区」使用のみ） 

6．3 ��ﾘ檍ﾟｸ����3#��YIJﾙ(ﾒ�西本印刷 �&闔i+r�

6．10 亂�i*�街��櫞.��ー 冦�,9�ﾈ�8��ｹ�79Wｸ�(��>ﾉ7冦磯ik�����ｨｧ�(b�YH��f��xﾘx����檠Y�8ｺhｶ8橙�

6．17 仞h賈o�醜檍ｶ2�不二荘園集会所 ��c���ﾘy:��8,ﾈ��OX���ﾘ檍ﾟｸ��,ﾉ�ﾈｶﾈ-��ｩ�ﾂ�

6．21 ��c���*ﾉ�ﾙ�8�Xｺhｶ8効醜ﾘy:���中央交流会館 亳9��,ｨ�ﾙ�ﾘ檍,ﾉ_�ﾙ��9&闔i+x檍ｶ8,ﾉ_�ﾙ�?｢�
議総会冊子全戸・配付 ��ﾙmｩ4�7ｨ�ｸ8ｲ�主防災大会＆自主防災研修会についてその他 

6．23 �����Ywieﾘ���Y/���市・管理課 �69(hｻH�X鋹{ﾉ5ﾙx韜hﾌﾈ,�.h.�4ｸ�ｸ6�8ﾈ�ｸ8ｹ�ﾙ'R�源x｢�

6．28 冽ieﾘ馼ﾘ���9ｨ���YGｩWB�各自治会長宅 倡8�Y%99iYH��*�.x,ﾈ��9ｨ���

6．29 冦�,9*ﾈｾh���)ц��yyGｩWB�各自治会長宅 �&闔i+yGｩWB�

7．1 �&闔hｨ�:靠�WHｾ��ﾉ����Y/���市・総務課 佰�WI�ﾉ��ｨ����3#x�8�Cc3��

7．13 �,x��wieﾘ馼ﾘ�,�,(*(,Hｺhｶ2�市・農政課 �&闔i+x��檍ﾇh��育8･�ｹ&闔h,�*�*�.亶椅ｹ62�,ﾈ艙��ｪ�.駅ieﾘ,�,(*(,I��k��

7．16 �&闔hｨ�:靠�WHｧｨﾈ�.�,ｩ&ﾘ���市総務課より受取 佰�WI�ﾉ��ｨ����3#x�3c3��

7．23 冩�醜檍ｶ2�中央交流会館・研1，2≒ 倬hｼhｨ�:饑�ﾙ���f胃��X檠+ﾉ���Xﾘx+����駢ieﾘ�仭9&鞴y���ｸ��ｨ��f胃�ﾊH�8ｮ�i��k��

7．29 冦�,9*ﾈｾh���8���)ц��yyGｩWB�各自治会長宅 �&闔i+yGｩWB�

8．11 俾ﾙ�ﾈ���(鉑�ﾈ艙m鵜冤靈ｸ�8雕���府・山城南土木事務軒 儻ｸ檍ｶ8醜��7冦磯ik���+x��ﾛｹf�ｸ攣+x��&闔b�+xﾜI7駅ieﾘ�Y/�粂��,�,(*(,B�

8．20 儻ｹj�i:ﾘﾅ�48987H8兢ｹ�8馼ｼi/�沓�府・山城南土木事務所■ �&闔i+x��/�粂��/���

8．25 �&闔hﾔﾈ刺ｺi.�阮8効醜檍�Y�iD2�木津用水施設管理棟2階 �&闔i+r�

8．28 凩��9D�7�5(7�8X6ｨ6X4(��ﾈ馼ｼb�市・学研企画課 �&闔i+x���ﾉ��ｹd�,�,(*(,I��k�/��8*�.��

8．29 仞h賈o�醜檍ｶ2�Co庁eさかい 倬hｼhｨ�:饑�ﾙ���D�>�馼ｼhｨ�:霽h枌�

8．30 冦�,9*ﾈｾh���8���)ц��yyGｩWB�各自治会長宅 �&闔i+yGｩWB�

9．3 冉鵜h7�6x8ﾘ�ｸ8ｸ�XﾜH､｢�木津町区地域 俾�5ﾘ鋹���

9．10 �ｩLｨ5(7�8X6ｨ6X4(��ﾈ馼ｼi�ﾉ�����/���市・学研企画課 �&闔i+x��ﾝ���7h8ﾘ5ﾘ4h4�5��ｸ6ﾘ�h���87h8ｸ5�6ﾔｨ��ﾅ�4ｨ8��8��ﾈ�8檍ｶ9�ﾈ紘���ﾈ�i�ﾘｧｩo��c�iﾈ苓�ｩ]ｸｬx�ｨ�/��W9?������檍�,Y�ﾉ���

9．12 冩�醜檍ｶ2�中央交流会館・研1，2 倬hｼhｨ�:饑�ﾙ���f胃�ﾊH�9�Xﾘx+���自Lｨ5(7�8X6ｨ6X4"���ﾈ��[h��ｴﾉ�,ﾈｬyyﾙ_ｹd�,�,(*(,B�

9．25 �,x��wieﾘ馼ﾘ�,�,(*(,Hｺhｶ2�市・農政課 佰h��>ﾈ��ｪ)$ｩ(h匯�9Uﾈ�(��ｾio�醜ﾇcYkﾈ舐���L冤�,�.h.豫(ｺｸ敢嶌/�����+8+�.倬h/�ﾜYtI�b�,�&韶X+8/�-i�陌�+X,H-�+X*(酲wi���

9．28 倅y���ｸ隕ﾙDb�瓦谷空地 �&闔i+x����顯阮R�
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月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

9．30 冦�,9*ﾈｾh����ｺh迚YH���)l���yyGｩWB�各自治会長宅 �&闔i+yGｩWB�

10．1 倅y���ｸ隕ﾙDb�宮ノ内空地 �&闔i+x����鞴(乏�

10．3 冩�醜檍ｶ2�中央交流会館・研1 倬hｼhｨ�:饑�ﾙ���f胃�ﾊH�8駟���Xﾘx+��ﾚ�ﾎ8,ﾈ馼ｼhﾇh枌�

10，12 亂)$ｨｿ9&飄)�YW9|x,�,(*(,Hｺhｶ2�市・農政課 冩�輯)kﾂ�

10．29 �,x��wieﾘ馼ﾘ�,�,(*(,Hｺhｶ2�市・総務課 �&闔i+yW9?�����齪��檠+y�ﾃ�kﾂ�ｿ8徂,ﾈｬyyﾘ源xｨ,h�8*ｨｬyyﾘ+X,H*(.僵ﾙ69�ﾈ嚢ｭﾒ�.h.井ym�.)j�*ｨｿ8徂/�Z(,�,H*(.�x�ｸ闌ｹx｢�

10．30 冦�,9*ﾈｾh���8���)ц��yyGｩWB�各室自治会長宅 �&闔i+r�

11．18 僞��ｨｬ(ｺｹ]ｹ�8ｨ�:��城山台八丁目 兀ｹ&闔i+x�冦�,97�&陝ﾉ|xｾh皦ﾜ8�｢�
第2回地域長会議 倡8�SDh檍ｶ8��地域長 

11．28 冩�醜檍ｶ2�中央交流会館研修室 俘y:��8駟��hｶ2�

11．29 冦�,9*ﾈｾh����ｺh迚YH���)ц��yyGｩWB�各自治会長宅 �&闔i+r�

12．5 ��c(��*ﾉ�ﾙ�8�Xｺhｶ8効醜ﾘy:���ｶ8��ｨｯｨｾiN�9|ﾈ�｢�中央交流会館多目的 ホール 亳9�一偃Yf胃��X檍�XﾊH�8檍,ﾉ_�ﾙ�ｦX齪��橙�,ﾉ�io�什kﾉ^ｹ/��wieﾘ馼ﾘ�/��鴿D�7�為��,ﾈ馼ｼh��+ｸ,ﾉ�ﾂ�

12．18 仞h賈o�醜檍ｶ2�人と木 冩�醜ｨ�:餒���W9?������檍�諍w�{����h貶貭�Kﾈｯｨｨ�:�,佰ﾈ*�,H��鵁ｯｨｾio�什�偬�,�,(*(,B�

12．22 �&闔hｨ�:靠�WHｾ�����_�ﾙ����市総務課へ提出 佰�WHﾈ�.逢ｨ����3#x�3c3��

12．23 冦�,9*ﾈｾh���8���)ц��yyGｩWB�各自治会長宅 �&闔i+r�

12．24 儻ｹj�i:ﾘﾅ�48987H8兢ｹ�8馼ｼb�府山城南土木事務所 俾ﾙ�ﾈ�X�(鉑�ﾈ艙m飲ﾈｸ�,ﾘﾜﾉw��h8�487X4ｨ8�8��ﾒ�
提案2件について回答 剪u実施不可 

12．28 �&闔hｨ�:靠�WHｧｨｦﾙ.�,ｩ&ﾘ���市総務課より受取 佰�WHｦﾙ.逢ｨ����3#x�3c3��

R3．1．7 �&闔hｨ�:韈�xﾏ�WHｾ�������市総務課へ提出 佰�WI���ｧｨ����3#x�3c3��ﾈ�(h,�?ﾈｾ�wi���

1．13 冦�,9��,ｹ&闔hｹ驂ﾙE��ｨ7h8�99��k��不二荘園集会所 �&闔i+x���8�YE��ﾘ擺�

1．14 �Hｭi�ﾈ48985h6h986yJﾙ�hﾋｸ�ｨｦﾙDb�井関川堤防 仞io�輯)kﾂ�

1．18 �48985h6h986yJﾙ�h,僵ｨ*I]ｸﾎﾉ���ﾟIwi��,ﾈ+ﾘ-�ｸ�X�8-h�ﾏﾈ*ﾒ�府・山城両施設保全 市・管理課 仞io�輯)kﾈ��48985h6h986yJﾙ�hｭhﾅx�"�

役員会議 儻9?������檍��・活動助成金＆地域活動支援交付金、・第四四 半期活動、・規約改定案（総会構成員）について 

．1．．28 冦�,9*ﾈｾh����ﾗ9�xﾘx��+yц��yyGｩWB�各自治会長宅 �&闔i+r�

2．14 �杏�*ﾈ��ﾝ�,ﾉ�騫ﾒ�不二荘園集会所 仞h賈o�蹴�

2．18 凅吋�7��Y&闔iwieﾘ��竧.�5ｨ-��市・総務部 冽ieﾓ#hﾈ���ﾏ�,ｨ���8郢�ﾙ�ﾙ'YwieﾓHﾈ�/���

2．24 倆�ｺim�,9*ﾈｾh迚YIY�8効什kﾉ^ｲ�支部長に提出 �&闔i+x.h.�8��ｸ8ｹ�yWB�

2．26 �Hｭi�ﾉ.yf�7�986�4x8ｨ4�,ﾈｬyyﾒ�,亊h+x.��Xﾘx+��市・管理課 儻9?�����齪��檠+x��&闔i+r�

2．28 ��)ц��yyu)WB�各自治会長宅 �&闔i+r�

3．1 冉鵜h7�6x8ﾘ�ｸ8ｸ�俾�5ﾘ鋹���ｨﾜH､｢�木津町区域 ��Xｽ亶ﾘ駟�I�侏��h���,�.h.��

乱9 價ｨ9i-�;刋�,ﾈｿﾈｼ�8�ｦyYﾘｺhｶ2�市・都市計画課 仞io�輯9kﾂ�

3．11 冦�,9*ﾈｾi�(晳D闔y�ﾈ効醜檍侯�什kﾉ^ｸﾞﾉ�ﾂ�市・社会教育課 ��ﾙD8効醜���Y+x�ｨ孜�ﾈ効輯#�kﾈ��kﾉ^ｹ/�ｹ��

3．20 �.葦ｩo�醜檍ｶ2�不二荘園集会所 俘y:��9���Xﾘx+���}��9D�7磯hｼhﾇh枴�ﾂ�

3．23 凩��)D�7駅ieﾘ馼ﾘ���邵�8ｻR�市・危機管理課 們�郢uﾉ.�,�,(*(,I�8,IJﾙ(ﾘﾜ�-ﾘ,h,ﾈ��9｢�

．3．24 仭9&鞴y���ｸ���~�7�7X8ｨ6(4�5(8�986r�市・町美化推進課 �&闔i+x8��ｸ8ｸ,�,I/���

3．27 ��c8��*ﾉ�ﾙ�8�Xｺhｶ8効醜ﾘy:��2�中央交流・多目的ホール 丿X齪��檠�io�醜齪ﾌ���櫁��m�,9*ﾈｾh,ﾈ･Iwi��k��ﾂ�

3．30 冦�,9*ﾈｾh���8���)ц��yyGｩWB�各自治会長宅 �&闔i+r�
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3．木津町区自主防災会事業地

月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

R2．4．7 俾偃Yf胃�檠��xﾙ�i<ﾘ����市・危機管理課 �8��ｸ8ｸ,�,I/�ｹ��

4．27 冉胃��y�Hﾏ�WHｾ��ﾉ����市・危機管理課 佰�WI�ﾉ��ｨ������8�S3S�/���

4．30 冉胃�贓wｹ�ﾈﾗXﾜ������)�I�X���市・危機管理課 �)kﾈ8��ｸ8ｸ,�,I/���

5．16 �#)D�7�,ｨ�ﾙ�ﾘ檍､ｨﾜ2�各自治会長宅 �,ｨ�ﾙ�ﾘ檍��lｩ�(ﾛ駅���{�ｩWB�

5．24 �#)D�7�,ｨ�ﾙ�ﾘ檍�9Db�－ ��ﾘ檍ｶ8駟�8,H裨:�/�;�+ﾘ�僵ﾙ���c����8ﾊ傚��c��｢�

6．22 冉胃��y�H��ﾈｾ�ﾏ�WHﾈ�.�,ｩ&ﾘ���市・危機管理課 佰�WHﾈ�.逢ｨ������33S��9|ﾂ�

6．22 俾偃Yf胃�ﾊH�84ﾈ88985ｨ8ｹ,ｩ&ﾒ�生駒ツーリスト ��Y�ﾈ,if胃�j)x�5ｨ985��ｸ�h,X,ﾈﾊH�8竧鉅-��

6．24 俾偃Yf胃��X檍ﾗX�,iOY'��閲��V�,ﾉ/�ｹ�ｹx｢�市・危機管理課 舒ｸｴ�ｬyyﾘ攣+x吃,B�
自主防災研修の職員派遣と河 川及び治水設備の説明依頼 倡8�Xﾉｩ�ﾙYB�建設部理事宛て 

7．9 俾偃Yf胃�ﾊH�8,�,(*(,I�Xﾘx+��市・建設部、危機管理課 佶ｩ�ﾙYIyﾘ馼��ｮｸｴ�ｬyyﾙ%99h攣+r�

7．11 俾偃Yf胃��X檍ﾗX�,�,(*(,I�Xﾘx+��不二荘園集会所 ��Ym�,8,ﾉ[h嶌ﾞ�,i|�/�荿.���h檠+r�

7．23 俾偃Yf胃�ﾊH�8岑ﾊ��ハイキングコース 仞h賈o�醜��皐ｭh�)_ｩ�Yц��ﾘy:�9nR�

7．29 俾偃Yf胃�ﾊH�8駟���2�市・危機管理課 倆�ｺh迚YI+x��ｾh賈o�醜��ﾉｩ�ﾙYH��ｮｸｴ�ｬyyﾘ擺�

乱2 冦�,9*ﾈｾh齪益f胃��X橙�中央交流会館多目的 ��XｫI�Yf育��鞜H,ﾈ+ﾘ-�,ﾉ�h+X*)O�>�ｹd��h���Y���
（社協木津町区支部と共催） �7ｨ�ｸ8ｲ�史から考察する木津の洪水と避難場所」講演 

9，13 �#)D�7一偃Yf胃�ﾊH�8檍,ﾈ+(栗>��各自治会長宅 �&闔i+yGｩWB�

10．8 ��h齪益f胃�ﾊH�8檠�Xﾘx+��市・危機管理課 ���9�鞜H��6�484ﾈ984�����)uY;�����k韜�{��ﾂ�

10．13 ���偃Yf胃�ﾊH�8檍ﾜX��Xﾘx+��市・危機管理課 �9i?ｩo�ｨIZｩ%8��5�488�5�5�5x8X�ｸ8ｸ,ﾈｦﾙDb�

10．18 冦�,9*ﾈｾh齪益f胃�ﾊH�8橙�木津町区を取り巻く河 川と治水設備を見学 ハイキング 佶ｩ�ﾙYIyﾘ馼���8ｮｸｴ�ｬyyﾘ攣+x�������#3Ykﾂ�(h匣ﾏ�zﾈ檍ｭ�����皐ｭi�ﾉ.yf���ﾘy:�9nX��6ﾘ6r�
（社協木津町区支部と共催） 剋將ｬ雨水小川合流地点～鹿川堤防～ふれあい 広場～反田川～中央交流会館前 

11．8 冉胃���ﾌ儻9wi]ｸｬyV�,ﾉZｩ¥｢�三防災倉庫 仞io�醜��W9w�V�/�x)?ｩG�ｯﾈ�yﾒ�

12．5 ��c(��*ﾉ�ﾙ�8�Xｺhｶ8効醜ﾘy:���ｶ8��ｨｯｨｾiN�9|ﾈ�｢�中央交流会館多目的 ホール ��h�S(�Im�,9*ﾈｾh馼ｼhｷ�-�､ｨﾜ8檍ｶ9�ﾈ�h����

12．22 冉胃��y�Hﾏ�WHｾ�ｨ�:饑�ﾙ����市・・危機管理課 �&闔i+y/����ﾏ�WHﾈ�.逢ｨ������33S��

R乱1．8 冉胃��y�Hﾏ�WHｧｨｦﾙ.�,ｩ&ﾘ���市・危機管理課 �&闔i+x�8竧.���ﾏ�WI���ｧｨ������33S��

1．12 冉胃��y�Hﾏ�WHｾ�������市・危機管理課 �&闔i+y/����ﾏ�WI���ｧｨ������33S��

2．14 冉胃���ﾝ�,ﾈ駟��6�4h6(4��三防災倉庫 仞h賈o�蹴�

2，26 �ｨ鴿O�>�ｨ､ｩ�ﾘ,亊h+x.仄hｶ2�危機管理課 儻9?�����齪��檠+x��&闔i+r�

3．27 ��c8��*ﾉ�ﾙ�8�Xｺhｶ8効醜ﾘy:��2�中央交流・多目的ホール ��h�S(�Im�,9*ﾈｾh馼ｼhｷ�-�､ｨﾜ8檍ｶ9�ﾈ�h����

3．28 冉胃�効醜,�.h.冉胃���ﾌ��餔R��Y5���三防災倉庫 �5hﾏ9W9|x,ﾈ+ﾘ-�(h鈔�

3．30 冉胃�5�488�8�4898ﾞﾉ�ﾈ靖�r�市・危機管理課 仞h賈o�醜��ｮｸｴ�ｬyyﾘ攤.h.���k�/��8*�.��

4．木津町区開発土木建築関係

月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

R2．．4．8 僵ﾙ69�ﾈｷIzﾉf育�5��ｸ6x�兀�I���不二荘園集会所 倡8�Xﾉｩ�ﾘ攤���9Yｹ&闔i+x��G)�X7ﾈ987iw�G)�R�
横）付帯工事の説明 刳ﾇ、転落防止柵他 

4．11 亶ｸ6ﾙ>�sYMI�ﾈ､ｩJﾘ駟��hｶ2�不二荘園集会所 ���8ﾈ5x6h985h888ｸ.h.���k����Yy��xﾘy+x��ｾio�醜����

4．15 亶ｸ6ﾙ>�sYMI�ﾈ�X､ｩJﾘ檍ｶ2�書面審査 丶ｩJﾘ檍ｶ8��{�ｩJﾘ効什��,僭ｩWB�

4．25 冦�,8ｪ)$｣#�MI�ﾈ�Xﾉｩ'ｨﾔ磯i��k��不二荘園集会所 �4��ｸ6ﾈ5�6x8�98��ｾh賈o��

4．26 亶ｸ6ﾙ>�sYMI�ﾈ､ｩJﾘﾘx�2�不二荘園集会所 仄i.飲�ｷ�-�ﾘx�8����kﾉ>h�8�仞h蕀o��｢�

6．4 亂)$｣#�MI&��)�ﾈﾔ磯hｪ驅��地域長宅 ���8ﾈ5x6h985h888ｸ.h.雲�ﾙ��
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月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

8．7 亶Izﾉf育�5��ｸ6yWI��ﾔ磯i��k��不二荘園集会所 儻9?�����齪��檠+x��ｾio�醜���8�Xﾉｩ�ﾘ擺�

10．31 冦�,8ｷｸ6ﾙ>�丶ｩJﾘ檍ｶ2�中央交流会館多目的 冩�醜��齪��檠+x�X､ｩJﾘ効醜��､ｩJﾘｼh�(ﾘxﾇc#ikﾈ���
ホール 偬�����､ｩJﾘ,ﾉ�Xｽ胤9Dh���ﾈ,ﾙo�醜,�ｩD2�

11．3 ��Ym�,8ｷｸ6ﾙ>�儁C��ﾈ､ｩJﾘﾔ磯b�ｺi.飲��h�X�Xﾘx�8���h,�>h�2�不二荘園集会所 仞io�輯Ikﾈ����8ﾈ5x6h985h888ｳ�kﾂ�

11．11 冦�,8�X�8ﾞ)&�>�]ﾉ�Xﾔ磯h,僵ｨ*B�地域長宅 倡8�8岔�Y;兀H.h.���k����]8刺齪��檍�Yd��ﾈ,��
通行規制（お知らせ） 剩z付 

11．26 偖xﾘx����i'ｨ,亊h+x.仄hｶ2�不二荘園集会所 �&闔i+x���Y8ﾈﾉｩ�S�kﾂ�

12．23 ���69&闔h耳ﾌｸﾉｨ,Hﾔ磯i��k��不二荘園集会所 �5ｨ4ﾈ5�486�488���ｾio�輯Ikﾂ�

R3．1．18 俛�;�#Hﾘh�]9�餔X,ﾉ��k��不二荘園集会所 �.俛�5(985H8ｸ5�986x��ｾio�輯)kﾂ�

1．．28 俛�;�#Hﾘh�]9�餔X,ﾈ*�&ﾘ.x+��天神池周辺 �5i��'(��,ﾉ;刋�,ｨﾗ8鉅-��X��yyGｩWB�

2．1 冦�,8ｷｸ6ﾙ>�sX��siMHﾉｩ'ｨﾔ磯b�､ｨ跌����k��不二荘園集会所 ���8ﾈ5x6h985h888ｸ�X4��ｸ6ﾈ5�6x8�98��ｾio�醜����

3．5 冦�,9*ﾈｾi&闔i>�8�8��ﾘx���隍ｩJﾘ���Y8ﾈﾉｩ�X�ｨ,ﾈ駟��hｶ2�不二荘園集会所 ��Y8ﾈﾉｩ�X.h.���k���ｾio�輯9kﾈ��ﾋ9&闔i+r�

3．22 丶ｩJﾘ,僵ｨ*(�9;��Xｪ)$ｩ�X鴿�ﾂ�市・市長応接室 倡8,�;刋旭ｸﾊ�8�,ﾈ�8ｻY��k�,h����wi���
危険箇所解消対策協議 剋s長、都市開発課長、他2名、正・副地域長 

3．29 亶ｸ6ﾙ>�儁C��ﾉ��&��)�ﾈﾔ磯h錬�ｯｨ栗>��近隣住民地域 ���8ﾈ5x6h985h888ｸｽ�x�j�,�I>�7(8僭ｩWB�

乱31 冦�,9*ﾈｾi&闔i>�8�8��ﾘx��中央交流会館多目的 冩�醜��齪��檠+x�X､ｩJﾘ効醜��､ｩJﾘｼh�(ﾘxﾇc#Ykﾈ���
宅開発（大東建託）の開発会議 �7ｨ�ｸ8ｲ�出席　開発の大筋承認、他は役員に一任 

5．社会福祉協議会木津町区支部関係

月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

R2．4．7 丿X齪��檠+x�Y*ﾉ�ﾙ�9kﾉ^ｲ�木津川市社協に提出 仄I:�Xｾ�ｺi|ﾘｷ�-���ﾝ�<ﾘ*�.�x,俶yw��

5．15 倡浦H�Y�c���o�醜檍ｶ2�書面会議 �5(8ﾘ6�4X488ｸ5悪I�Yf育�,�.h.飲�lｨ,�,I�(ｶ8�Y}����ﾋ9D�7磯hｼi_�ﾙ��Y}��ﾋ9D�7茨ｸ辷ﾈ亥ｩ_�ﾙ���Y}��)D�7磯hｼhﾇh柯�Y}��)D�7疫ﾈ螽沓�

7．中旬 凩��)D�7畏)~竟(ﾏ�zﾈ橙� �5(8ﾘ6��,�.h.�(h鈔�

9．19 倡浦H�Y�c(��o�醜檍ｶ2�中央交流会館・研1，2 �5(8ﾘ6亅I�Yf育�,僵ｨ*H檍ｶ8�.�Y�xﾌ�,ﾈ+ﾘ-����8効醜檍ｶ8.h.噂���

11．25 倡浦H�Xﾘ)~竟(ﾏ�zﾈ橙�中央交流会館 ふれあい健康グランド 凩i8ｨ+���4�8�986�588ｸ7B�

R3．2．8 凩��)D�7淫ﾉ&闔h6ﾈ6(6x8��ｸ4靆H�8橙�木津老人福祉センター 仗亶ﾘ駟�I�侏飩ﾙ}�,ﾈ+ﾘ-�(h鈔�

3．28 倡浦H�Y�c���Y�8効醜檍ｶ2�中央交流会館多目的 凩��)D�7葵�:饑�ﾙ��Xﾈ亥ｩ_�ﾙ��Y}��9D�7葵��
ホール �:霽h柯�X馼ｼhﾇh枴�ﾈ��&闔i+r�

6．木津町区青少年育成委員会及びスポーツ関係

月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

R2．6∴ ��(晳D闔y�ﾈ効醜檠�ﾘ橙�書面による承認 ��9�(晳D闔y�ﾈ効什�飄ｩWH,�.h.��"�

R2年度 ��8,H,ﾈﾗ8駟(h鈔� ��hﾅ�5(8ﾘ6亅I�Yf育��鞜H,�.h.��8,I(h鈔�

R3．3．10 �$�)D�7��hｬHﾛ姐�-�処ﾇ�*ﾂ�不二荘園集会所 ��Y+x��Yｸ効什+xﾉ8檍ﾇh��ｬH馼��&闔i+x�ｨ����

7．東山墓地管理委員会関係

月　日 俘�������m｢�場　所　等 �4X������wb�

R2．5．1 �8ﾈ�)^i&隰yyﾘ効醜檠�ﾘ橙�総会資料受領 �5(8ﾘ6�,ﾈ+ﾘ-��lｨ,�.h.��(ﾛ��

5．4 �8ﾈ�)^i&隰yyﾘ効醜檠�ﾘ橙�郵送 ��X��lｨﾈ宛8���h/�8ｩI��

8．6 �8ﾈ�)^i&隰yyﾘ効醜檠�9�ﾈ檍ｶ2�市北別館2階会議室 �&闔i+x�����ｬyyﾙN�9|ﾈｼik���k��ﾂ�

9．27 �8ﾈ�)^i&隰yyﾙN�9|ﾈｼik��市北別館2階会議室 �&闔i+x�����齪��檠ZｨｬyyﾙN�9|ﾉ�ﾂ�
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令和2年度木津町区収支決算報告書

収入の部

項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 ��ﾘ��ﾋ��備　　考 

繰　　越　　金 塗�h,ﾘ�3�ヲ�633，089 ��� 

区　　　　　費 涛S��3����495，576 ��#CSH�3C#B�新型コロナにより区費を半額 法人、集合住宅分含む 

事業補助金 �3#��3����327，638 度�3c8�S��木津川市地域活動支援金 

利　　　　　　息 澱�5 ��#��預金利息 

雑　　収　　入 ��S��3����200，000 鉄��3����自治会活動協力金 

収　入　合　計 �(�3�S8�3�迭�1，656，308・ ��#3塗�3sビ� 

＊区費（法人関係）敬称略　アイウェオ順

アライの森　　いさじ医院　　関西エクステリア（ピノキオ）　コーナン商事　　ネッツトヨタヤサカ

ファミリーマート　マクドナルド　　望月測量事務所　　和牛ダイニング桜

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位‥円

項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 ��ﾘ��ﾋ��備　　考 

総　会　費　用 �##��3����240，900・ �#��3����総会冊子印刷費用等 

会　　議　　費 ��X�3����12，320！ ��#(�3c���町総代等合同会議諸費用 

助　　成　　金 涛���3����425，000 ��#CsX�3����新型コロナの影響によりゼロ又は半額 青少年育成委員会0円 自主防災会350，000円 社協木津町区支部75，000円 

会　　場　　費 �3��3����35，400・ 店�8.#���不二荘園集会所（30，000円） いずみホール使用費用 

事務用　品費 田��3����38，472 ��##��3S#��トナー、インク、コピー用紙代等 

事業活動費 ��c3���3����109，920 ��#����3������役員活動費、除菌関連費、 防犯パトロール活動費等 

予　　備　　費 鉄#��3�迭�0 ��#S#��3�迭� 

支　出　合　計 �(�3�S8�3�迭�862，012 ��#��3����3��2� 

＊収入の部と支出の部の差し引き残高　794，296円は次年度に繰越します。

令和　3年　3月　31日

上記決算書並びに関係書類を監査の結果、適正であることを認めます。

令和3年4月／ク日
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令和2年度　自主防災会収支決算報告書

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位，円

項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 ��ﾘ��ﾋ��備　　考 

繰　　越　　金 涛3H�3#3��934，238 ��S�� 

事業補助金 都���3����′　431，350 ��#3C��3cS��新型コロナの影響により木津町区 からの助成金は半額、350，000円 市危機管理課助成金81，350円 

利　　　　　息 ��"�8 ��#B� 

参加負担金 �3���3����0 ��#3���3����防災研修内容変更 

収　入　合　計 �(�3��H�8�C#S��1，365，596 ��#cC��3cSB� 

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位・円

項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 ��ﾘ��ﾋ��備　　考 

会　　議　　費 店�3����800 ��#H�3#���冷房代 

訓　　練　　費 都��3����0 ��#s��3����新型コロナの影響により中止 

事　　務　　費 鼎��3����27，566 ��#�(�3C3B�トナーカートリッジ、乾電池費用等 

備　　品　　費 �#��3����64，521 鼎H�3S#��消火器、救急箱、体温計，メガホン 

研修事業費 ���H�3����3����40，966 ��#鉄��3�3B�防災研修（人と防災未来センターか ら治水施設ハイキング）変更 

事業活動費 �3��3����823 ��##��3�sr�感染防止対策（除菌他） 

予　備　費： 塔C��3#S��0 ��#イ��3#S�� 

合　　　　　計 �(�3��H�3#S��134，676 ��#��3ピ��3SsB� 

＊収入の部と支出の部の差し引き残高1，230，920円は次年度に繰越します。

特別会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

項　　目 ��備　　考 

防災基金積立（定期貯金） ���3S���3C3"�令和3年3月31日決算額 

防災基金積立（定期貯金） �(�3��H�3����令和3年3月31日決算額 

防災基金積立（定期貯金） ���3����3�コ�令和3年3月31日決算額 

合　　計 �.�S�H�33#b� 

令和　3年　3月　31日

上記決算書並びに関係書類を監査の結果、適正であることを認めます。

令和J年女月／鴫

凝＿射さ軋相
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令軸3年度事業計画について

◎よ　り　安全で暮ら　しやすい木津町区を！

◇　行政との連絡調整及び地域住民の連帯意識の向上に努める。

・各自治会の自治活動を尊重するとともにサポートし、木津町区全体のコミュニティ活

動と人と人の繋がりを強める活動を行う。
・市に対する各自治会からの要望事項については、現地確認を行い自治会と協力して要

望達成のための努力をするとともに、木津町区からも独自な要望を行う。
・活動された木津町区の組織や団体への助成を行う。

・木津町区の事務効率を図るために、コミュニティ活動備品の整備を行う。

◇　防災、減災に向けた取り組みを行う。

・最重点目標として木津町地域に適した防災タイムラインの作成を行い、普及を図るこ

とで災害発生時において適切な行動がとれ、人災を無くす事を目指す。
・防災大会、防災研修、防災訓練（防災倉庫の資材点検）を行い、防災に対する知識を高

め、体験することで災害時に迅速な対応ができる木津町区を目指す。
・災害時において自主防災会連絡網を活用し、迅速かつ正確な情報伝達を行う。

◇　安全で犯罪の起きない地域を継続する。

・防犯パトロールによる犯罪抑止効果を高めるとともに、パトロール隊員の増員を図る。

・自分連の地域は自分達で守るという意識をもっていただく活動を行う。

◇　地域住民と情報の共有化を図る。

・各種会議、回覧、木津町区HPを活用する。

木津町区ホームページ（PC）：

木津町区ホームページ（スマホ）

◇新旧住民間の交流を図る。

http：／／klZumati．html．xdomain．jp／

回　　　検索

・参加しやすいイベントを企画し、木津町区のコミュニティへの積極的な参加を推し進

める。

－14－



令和3年度木津町区事業計画

月　別 倬h��ｼh��uﾈ��.��実施予定時期 

．2021年 ��Y}��9D�7映鵜h7�6x8ﾘ�ｸ8ｸ4ﾈ6(4�4�7B�4月1日（木） 

・第1回木津川市地域長会議 滴ﾈ�#9?ｨ�仞��｢�

・各町内要望事項箇所現地確認 店ﾈ���(h��

4月～5月 ��Y�ﾘ檍ｶ8馼��H�ｩ�ﾘ檍ﾕﾉ�ﾈ効醜,倬i��ｩWB�5月　中旬 

・社会福祉協議会木津町区支部総会 店ﾈ��i?ｨ��?ｨ�｢�

・令和3年度木津町区通常総会 店ﾈ�#9?ｨ��?ｨ�｢�

6月／、7月 ��Y�(晳D闔y�ﾈ効醜檠�ﾘ橙�6月上旬 

・第1回町総代・協議委員合同会議 塗ﾈ��)?ｨ��7��｢�

・キッヅcc隊活動参加（木津小校区内清掃活動） 塗ﾈ���?ｨ��7��｢�

・青少年ソフトボール市大会 度ﾈ���(h��

・木津川市花火大会 度ﾈ���岑��

8月～9月 ��Y�(晳D�5ﾈ7H6x7ｸ�ｸ8ｸﾅ9�X橙�8月　中旬 ・第2回町総代・協議委員合同会議 祷ﾈ���?ｨ��7��｢�

10月～12月 ��Y�c(��m�,9�ﾈ�9&闔i+x檍ｶ2�11月　中旬 ・・木津川市地域長会木津区域ブロック会議 ��(ﾈ����8��

・第3回町総代・協議委員合同会議 ��(ﾈ���?ｨ��7��｢�

2022年 ��X4ﾈ6(6F69��ｨ�:韃����冦�,8抦ﾕｨｾi>��I�ﾈｨ�:��｢�1月　下旬 ・各町要望事項取りまとめ・市へ提出 �(ﾈ���岑��

1月～3月 ��X��檠Y�8ｺhｶ8檠m�,9*ﾈｾh迚YH檍ｶ2�3月　下旬 

・第4回町総代・協議委員合同会議 �8ﾈ���?ｨ��7��｢�

全期間 ��Yf鵜h7�6x8ﾘ�ｸ8ｸ�冦�,8揵,ｨｧyц�]9�ﾈ�｢�月・木曜日、随時 

令和3年度自主防災会事業計画

月　別 倬h��ｼh��uﾈ��.��実施予定時期 

2021年 4月～5月 ��Ym�,9�ﾈ�9f胃�ﾅ��ｲ�5月　中旬 
・木津川市自主防災組織連絡会議 店ﾈ���(h��

・令和3年度木津町区通常総会 店ﾈ�#9?ｨ��?ｨ�｢�

6月～7月 ��X齪益f胃��X檠��xﾘ檍ｶ8�倆�ｺh迚YH,hｺHﾜ8�｢�6月　5日（土） ・第1回町総代・協議委員合同会議 塗ﾈ��)?ｨ��7��｢�

・水害等避難行動タイムライン作成 塗ﾈ���岑��

8月～9月 ��X齪益f胃��X檍��OX檍ｶ2�8月　1日（日） 

・自主防災大会（社協支部共催、相楽中部消防組合協力） 嶋ﾈ����?ｨ��?ｨ�｢�

・自主防災研修会実施計画策定 嶋ﾈ���岑��

・木津町区防災倉庫内整備等点検 祷ﾈ����8��

・第2回町総代・協議委員合同会議 祷ﾈ����Y?ｨ��7��｢�

10月～12月 ��X齪益f胃�ﾊH�8檍���ﾈ,if胃�j)x�5ｨ985��ｸ�Y��ｸ�8�｢�11月　7日（日） 
・第3回町総代・協議委員合同会議 ��(ﾈ���?ｨ��7��｢�

2022年 ��Y�cH��*ﾉ�ﾙ�8�Xｺhｶ8効醜ﾘy:��2�3月19・日（土） 

1月～3月 ��X齪益f胃�ﾅ��ｸ*�.h-�m�,9*ﾈｾif胃���ﾌ�>��餔Y9�5���3月27日（日） 

※10月までに衆議院議員総選挙（10月任期満了）　※コロナ感染状況により変更及び中止となる場合があります⊃
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令和3年度木津町区会計予算

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

科　　目 冏ｹD�7疫ﾈ蠅�前年度予算 ��ﾘ��ﾋ��備　　考 

繰　　越　　金 都滴�3#澱�633，089 ��c��3#�r� 

区　　　　　　費 涛S��3����950，000 ���法人・集合住宅を含む 

事　業補　助　金 �3#��3����320，000 ���3����木津川市地域活動支援交付金 

利　　　　　　息 澱�6 ���預金利息 

雑　　収　　入 鼎C��3����150，000 �#���3����自治会活動協力金 （大東建託44戸） 

合　　　　　　計 �(�3S�X�33�"�2，053，095 鼎S(�3#�r� 

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

科　　目 冏ｹD�7疫ﾈ蠅�前年度予算 ��ﾘ��ﾋ��備　　考 

総　会　費　用 �#S��3����22・0，000 �3��3����総会冊子印刷費、総会に関する 諸費用 

会　　議　　費 �3��3����15，000 ��X�3����会議に関する諸費用（音響、冷暖房、 お茶他） 

助　　成　　金 塔#X�3����900，000 ��#sX�3����自主防災会700，000 社協木津町区支部75，000 青少年育成委員会50，000 

会　　場　　費 �3X�X�3����30，000 店�3����不二荘園集会所、いずみホール 使用料 

事　務　用　品　費 �����3����r�60，000 鼎��3����ソフト購入費用、トナーインク、 コピー用紙代他 

事　業　活　動　費 �3���3����300，000 ���木津区事業活動費 防犯パトロール等に伴う諸費用 

予　　備　　費 涛cX�33�"�528，095 鼎3x�3#�r�次年度への繰越金を含む 

合　　　　　　計 �(�3S�X�33�"�2，053，095 鼎S(�3#�r� 
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令和3年度自主防災会会計予算

科　　目 冏ｹD�7疫ﾈ蠅�前年度予算 ��ﾘ��ﾋ��備　　考 

繰　　越　　金 ���3#3��3�#��934，23・8 �#塗7Cc�"� 

事業補助金 都���3鉄��780，000 ���3鉄��・木津町区700，000 ・木津川市81，950 

利　　　　　　息 ��"�12 ���預金利息 

参　加負　担金 ��S��3����300，000 ��#�S��3����参加費（昼食代3，000／人） 大人50名 

合　　　　　計 �(�3�c(�3ャ"�2，014，250 ��C��3c3"� 

科　　目 冏ｹD�7疫ﾈ蠅�前年度予算 ��ﾘ��ﾋ��備　　考 

会　　議　　費 ����3����5，000 店�3����冷暖房、音響設備使用代、 会議でのお茶代 

訓　　練　　費 都��3��S���70，000 ���自主防災大会（社協木津町区 支部共催）に掛る諸費用 

事　　務　　費 鼎��3����40，000 ���トナー代・コピー用紙代他 

備　　品　　費 鼎���3����20，000 鼎c��3����防災備品代 

研修事　業費 鉄���3����1，000，000 ��#S���3����「防災未来センター見学」 バス2台、参加人数50名 

事業活動費 �3��3����30，000 ���防災活動に伴う諸費用　　　　l 

予　　備　　費 ���3�3(�3ャ"�849，250 ���8�3c3"�特別会計へ1，000，000組込む 次年度への繰越金を含む 

合　　　　　計 �(�3�c(�3ャ"�2，014，250 ��C��3c3"� 

特別会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位‥円 

項　　目 仞�����ｧ｢�備　　考 

防災基金積立（定期貯金） ���3S���3C3"�令和3年3月31日決算額 

防災基金積立（定期貯金） �(�3��H�3����令和3年3月31日決算額 

防災基金積立（定期貯金） ���3����3�コ�令和3年3月31日決算額 

合　　計 滴�3S�H�33#b� 
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令和3年度（2021）木津田丁区役員・委員名簿

地　　域　　長 仞闔H��ﾔｹWb�防　災　部　長 僵ﾙ68��k靱��相　談　役 ��X皐����ﾔy���

副　地　域　長 �=驂x��u)u��監　　　　事 ����ｨ��W�k����:�ｴ冑h醴�

会　　　　　　計 �69(h��dhｷb�－ ��ﾂ���X��$ｨ��ﾅﾈ��爾�

町名・自治会名 ��ﾙ�8�X齪��檠+r�協　議委　員 丶ｨ��Jﾘ��効��蹴�福　祉　委　員 ��(晳D闔y�ﾈ効蹴�効什+x�i�ﾂ�Yｸ効什+xﾉ8檍ﾇh�h�b�

三　　　丁　　　目 ����ﾈ��ｻ�ｺr�森川　恭匡 ����ﾈ��ｻ�ｺr�－ ��ﾂ�

四　　　丁　　　目 俥)68���9(��綿崎　五郎 俥)68���9(��大倉　竹次 �I68����ｹ��b�

五　　　丁　　　目 俑���皐�������奥　田　　－ �ﾈ��68�����ﾂ�今井進 反田明浩 野田拓未 原猶－ 冉ｸ葺��ｮﾈｷi&｢�

小　　　寺　　　町 �ﾘ皐����Wb�立花　省二 �ﾘ皐����Wb�芝原　俊和 �.x��諟��ｴﾘ�h�b�

西　　　　　　　町 伜)gｸ��ﾕ�u��細谷　耕造 伜)gｸ��ﾕ�u��相馬巴日佐 駒井長津雄 伜(��68�����ﾕr�

川　　　原　　　町 冓i$ｨ���闔｢�福井　秀晃 傴ﾈ�(��ﾉｹ�R�福井　秀晃 侏H����������ﾏr�

三　　桝　　町 倅�����8豐�和　田　　修 ��H蕀i����8豐�酒谷君子 三桝嘉嗣 ��ﾈ����vﾘ��u2�

不　二　荘　園 俥)gｸ����<R�山　本　　博 俥)gｸ����z��西田和美 狭川専一 冲���皐������u��

幸　　　　　　町 �駛�������稲味　秀操 ��$(��4ｨ68���鈴　木　　勇 ��$(��4ｨ68���

み　ど　り　町 倅����ﾊｹ���三浦　賢蔵 倅����ﾊｹ���三浦　カヨ子 �(h���ｨ������ﾔﾂ�

南　ガ　ー　デ　ン ��i�ﾈ���爾�西山　英輝 ��ﾈ�(����ｵ��下谷明彦 宇谷篤志 �*9�h���H��爾�

若　　葉　　町 亳y�ﾈ���(樞�吉川　俊介 亳y�ﾈ�X�(樞�－ �����68������nr�

城　　西　　　町 冏ｸ���ﾘ����ｧ��溝端　公平 �(inﾈ��dﾙTb�山本　利彦 �(h���ｨ������樞�

サ　ンガーデン 侈hﾊ���t9�b�神志那雄二 �ﾙgｸ��ﾆ)Eb�新井清寛 大野剛史 澤抵享憲 ����:���ﾆ���ｮ��

木　津　八　ケ　坪 ��ｨ�8��Y�譴�栗田　多紀子 ��968��u倡R�台村　和浩 ��ｨ���8��Y���譴�

神　田　自　治　会 伜)gｸ��ｶx裵�山本　吉昭 儺ﾙnﾈ��ｻ�(��花　田　　陽 冏���皐��m(��謦�

木津瓦谷中央 �69(h������田中　瑞章 俘)68���ﾔｲ�橋本　寛子 兢����(��ｴﾘ��譴�

リーブル宮ノ内 傅ﾈﾛ(����ﾕ���小佐々　浩子 ��曳ｸ���9�2�森本　正代 ��曳ｸ���8���2�

ク　レ　イ　ド　ル ��ｩ68��葈ﾌ��森道　千春 俑�皐��ﾉ)�ﾒ�村田　昌己 �ｨ���(��ﾏｨ�����

宮ノ　内10　7 傅ﾉ8x���ﾘ謦�小島　仁司 傅ﾉ8x���ﾘ謦�小島　仁司 傅ﾈ��8x���ﾘ��謦�

公　　　園　　　南 兌ﾘ皐��ﾔx謦�坂下　仁史 兌ﾘ皐��ﾔx謦�坂下　仁史 �ｨ��gｸ���X��樞�

フ　ォ　レ　ス　ト ��������H��神例　　博 ��������H��－ ��ﾂ�

水　利　組　合 ��ﾂ�ー 倅�����ﾙ?��¶ ��ﾂ�

福井マンション　ルミエール木津　サニーパレス　フォルトウーナ　フロープラッツ　リバーバレー　プレミール

コーポ西口　サンシャイン　モルティ木津　シャ】メゾン寓ノ内　プラヌス木津　クリーンハイツ　サントノーレ

19－





【名　　称】

第1条　　この会は、木津町区（以下、「本区」という。）と称する。

【事務所の所在地】

第2条　　本区の事務所は地域長宅に置く。

【目　　的】

第3条　本区は、区民の利便および区民相互の親睦を図り、区民の福祉向上に寄与し、地域内に

おける市行政の円滑な運営に協力することを目的とする。

【活動区分】

第4条　木津町地域における活動等を一般業務と農事業務に区分し、本区は一般業務を司る。

【区　　域】

第5条　本区は次の町内会または自治会（以下、「自治会」という。）をもって構成する。

三丁目、四丁目、五丁目、小寺町、西町、三桝町、川原町、不二荘園、幸町、みど

り町、若葉町、木津南ガーデンタウン（以下、「南ガーデン」と略称する。）、城西町、

サンガーデン木津西（同「サンガーデン」）、木津八ヶ坪、木津瓦谷中央自治会

（同「木津瓦谷中央」）、コンフォート木津神田（同「神田自治会」）、リーブルガー

デン宮ノ内（同「リーブル宮ノ内」）、クレイドルガーデン宮ノ内（同「クレイドル」）、

木津宮ノ内107（同「宮ノ内107」）、公園南、フォレスト木津

（同「フォレスト」）

【事　　業】

第6条　本区は次の事業を行う。

（1）各自治会および区民相互の親睦を図る集会等の開催

（2）本区自主防災に関する事項

（3）本区内の開発に関する事項

（4）区民の福祉向上に関する事項

（5）青少年の健全な育成に関する事項

（6）本区内の防犯活動に関する事項

（7）その他

【役　　員】

第7条　本区に次の役員を置く。

（1）地　域　長　　　1名

（2）副地域長　　　1名

（3）会　　　計　　　1名

（4）防災部長　　　1名

（5）監　　　事　　　1名

（6）相　談　役　　　　若干名

2．　地域長は前副地域長が継承する。

3．　副地域長は前会計が継承する。

4．　会計は付表のとおり輪番制とし、各自治会の互選により選任される。
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5．　防災部長は地域長が委嘱する。

6．　監事は付表のとおり輪番制とし、各町の総代または自治会長の互選により選任される。

7，　相談役は地域長が委嘱する。

【役員の任務】

第8条　地域長は本区を代表し、本区の運営を統括する。また、「木津川市行政地域設置条例」

に掲げられている、次の事項を行う。

（1）市が発する情報及び連絡事項等の地域住民への周知及び市政の普及に対する協

力並びに資料等の収集捏供に関すること

（2）市政と地域住民との連絡調整に関すること

（3）市政運営に関し選任が必要となる委員等の推薦に関すること

（4）市が策定又は実施する各種行政計画及び事業計画に関して必要となる調査や資

料の提供又は地域住民の意見等の取りまとめに関すること

（5）その他、市長が特に認めること

2．　副地域長は地域長を補佐し、地域長に事故あるときはこれを代理する。

3．　会計は、本区の会計事務一切を司る。

4．　防災部長は、本区防災部門における実務一般を司る。

5．　監事は、本区の会計を監査する。

6．　相談役は、より包括的または専門的な見地から本区の活動状況等について助言する。

【役員の任期】

第9条　役員の任期は原則として2年とする。ただし、防災部長および相談役については再任を

妨げない。

【委員会の設置】

第10条　本区事業の円滑な推進を図る目的で、次の委員会等を設置し役員（委員長等）および必

要な員数の委員を置く。

（1）木津町区自主防災会

（2）開発委員会

（3）社会福祉協議会木津町区支部

（4）木津町区青少年育成委員会

【区　　費】

第11条　本区事業の円滑な推進と健全な運営を図る目的で、次のとおり区費を定める。

（1）年間区費用　　一戸当たり1，000円　　一法人当たり10，000円

但し、自然災害等により本区事業の運営ができなくなった年度は、役員と協議の

うえ、地域長が区費の減額を決定することができる。

（2）区費の納入

各町総代（自治会長）は、区費を本区会計に原則として、6月・12月にそれぞれ

上期分・下期分を納付する。

【総　　会】

第12条　地域長は、原則として毎年1回総会を開催し、次の事項を審議し賛同を得るものとする。

（1）事業報告および事業計画に関すること

（2）収支決算および収支予算に関すること

（3）会計監査に関すること

（4）規約の改定に関すること

（5）その他、総会が特に必要と認めたこと

2，　総会は、本区役員、町総代（自治会長）、協議委員、防災委員、開発委員、福祉委員、青

少年育成委員、その他地域長が必要と認めるものをもって構成する。

3．　総会は、前項に示した構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。なお、委任状を
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もって出席に代えることができる。

但し、自然災害等により総会開催ができなくなった時は、全構成員に第12条第1項で

示す事項を総会資料として、配付することで成立とする。

4．　総会は、その審議事項の一部を次条に示す町総代・協議委員合同会議に委任することが

できる。

5．　地域長が開催を必要と判断した場合、または役員の半数以上から要請があった場合、地

域長は臨時総会を招集しなければならない。臨時総会の構成員や成立要件は本条第2項

および第3項と同様とする。

【会　　議】

第13条　地域長は、本区役員、各自治会の町総代・協議委員により構成される合同会議を、定期

的に開催することとする。

2．　合同会議は、次の事項を審議し実施する。

（1）総会に提出すべきことがら

（2）総会より委任されたことがら

（3）その他、合同会議が特に必要と認めたこと

【会計年度】

第14条　本区自治会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【会計監査】
第15条　本区自治会の会計監査は、毎年1回監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこ

れを行うことができる。

2．　監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

陪審（寵緑井の管痩i

【自治会の組成】

第17条　本区地内に新設される戸建住宅ならびに集合住宅等は自治会を組成する。

（1）分譲戸建住宅ならびに分譲集合住宅は、開発申請ならびに確認申請前に本区と工

事協定書を締結し、入居開始と同時に自治会組成の発足を原則とする。またその

旨を協定書に明記し了解を得るものとする。

（2）賃貸集合住宅は前項と同等の扱いとし、自治会の組成については発足を原則とし

その旨を協定書に明記する。

（3）一般戸建住宅に入居される方は、確認申請前に本区に届け出るものとし、工事完

成後はその地域内の既存自治会に加入することを原則とする。
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年　度 ��h,ﾉ�僖2�豫H馼,ﾉ�僖2�

令和2年度 ��ﾈﾋI*ﾈ�Xﾔｹ*ﾈ�X���ﾉ*ﾈ�Ym�,9Jｨ5�-��X�R�佻ﾉ)ｩm｢�
（2020） 冦�,8ｪ)$ｩ(h甸�

令和4年度 倅��*ﾈ�X��wI*ﾈ�X-ﾘ,x.�*ﾈ�X8ｨ�ｸ7X8ｲ�倅�)ｩmｨ�X賈)ｩm｢�

（2022） 亶ｸ6ﾙ>��Xｷｸ6ﾙ>���x�X7H4�8ﾈ5�6r�

令和6年度 �>ﾈ4ｸ�ｸ6h98�X5H984ｸ�ｸ6h98�X4�8ﾈ486��傅ﾈ鮖*ﾂ�
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木津町区自主防災会規的
制定　平成22年4月　24日　　改定　平成22年5月　23日　改定　平成26年5月18日

改定　平成26年5月　22日　　改定　平成28年5月15日　　改定　平成30年5月20日

改定　令和　2年4月　1日

【名　　称】

第1条　　この会は、木津町区自主防災会（以下、「本会」という。）と称する。

【事務所の所在地】

第2条　　本会の事務所は会長宅に置く。

【目　　的】

第3条　本会は、地域住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震

災害・風水害・火災その他の災害（以下、「震災等」という。）による被害の防止および

軽減を図ることを目的とする。

【事　　業】

第4条　本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（1）防災に関する知識の普及に関すること

（2）震災等に対する災害予防に関すること

（3）震災等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急

処置対策に関すること

（4）防災訓練に関すること

（5）その他本会の目的を達成するために必要な事項。

【会　　員】

第5条　　本会の会員は、木津町区の構成員と同等とする。

【役　　員】

第6条　本会に次の役員を置く。

（1）会　　　　長　　　1　名　　　（区地域長）

（2）副　会　長　　　1　名　　　（区副地域長）

（3）会　　　　計　　　1　名　　　（区　会　計）

（4）防　災　部　長　　　1　名　　　（区防災部長）

（5）監　　　　事　　　1　名　　　（区　監　事）

（6）相　談　役　　　　若干名　　　（区相談役他）

2．　本会の役員は、木津町区の役員が兼務する。

3．　会長は、必要に応じ区役員の他に新たな相談役を委嘱することができる。

4．　役員の任期は、木津町区役員の任期と同じとする。

【役員の任務】

第7条　会長は、本会を代表し、会務を総括し震災等発生時等における自主防災活動の指揮命令

を行う。

2．　副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときはその任務を代行する。

乱　　会計は、本会の会計事務一切を司る。

4．　防災部長は、会長を補佐し、地域防災訓練並びに災害時にかかる実務を司る。

5．　監事は、本会の会計を監査する。

6．　相談役は、より包括的または専門的な見地から本会の活動状況等について助言する。

【総　　会】

第8条　総会は、木津町区の総会に組み入れて開催する。

2．　総会では、次の事項を審議し賛同を得るものとする。
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（1）事業報告および事業計画に関すること

（2）収支決算および収支予算に関すること

（3）会計監査に関すること

（4）規約の改定に関すること

（5）その他、総会が特に必要と認めたこと

3・総会は、その審議事項の一部を防災会議に委任することができる。

4・会長が開催を必要と判断した場合、または役員の半数以上から要請があった場合、会長

は臨時総会を招集しなければならない。

【防災会議】

第9条　会長は、本会の役員および各自治会の防災委員代表者（町総代または自治会長兼務）に

より構成される防災会議を、定期的に開催することとする。本会議は、木津町区開催の

町総代・協議委員合同会議に組み入れて開催してもよい。

2・　防災会義では、次の事項を審議し実施する。

（1）総会に提出すべきことがら

（2）総会より委任されたことがら

（3）その他、防災会議が特に必要と認めたこと

【防災計画】

第10条　本会は、震災等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

2・　防災計画は、次の事項について定める。

（1）震災等の発生生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること

（2）防災知識の普及に関すること

（3）防災訓練の実施に関すること

（4）震災等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避

難誘導等に関すること

（5）その他必要な事項

【経　　費】

第11条　本会の運営に要する経費は、助成金その他の収入をもってこれに充てる。

【会計年度】
第12条　本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【会計監査】

第13条　本会の会計監査は、毎年1回監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行

うことができる。

2・　監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
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木津町区自主防災会活動計画
1．日　　的

この計画は、木津町区自主防災会の活動に必要な事項を定め、もって、地震その他の災害によ

る人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

2．計画事項

この計画に定める事項は、次のとおりとする

（1）自主防災活動組織の編成及び任務分担に関すること

（2）自主防災活動知識の普及に関すること

（3）自主防災活動訓練の実施に関すること

（4）情報の収集、伝達に関すること

（5）出火防止、消火に関すること

（6）救出救護に関すること

（7）給食給水に関すること

（8）自主防災資機材等の備蓄及び管理に関すること

3．自主防災活動組織の編成及び任務分担

災害発生時の応急対応を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり自主防災活動組織を編成する。

木津町区自主防災活動組織

4．防災知識の普及

地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及を行う。

（1）普及事業

（D　自主防災会及び防災計画に関すること

②　地震、火災、水害等についての知識に関すること

③　地区周辺、各家庭における防災上の留意事項に関すること

④　その他、防災に関すること

（2）普及の方法

①　広報誌、パンフレット、ポスター等の配付

②　座談会、講習会、見学研修、映画等の開催及びパネル等の展示

（3）実施期間

火災予防、防火の日等、関係諸行事に行われる時期に実施、又は随時実施する。
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5．自主防火訓練

大地震の災害の発生に備えて、情報の収集伝達、消火、避難等を迅速かつ的確に行うため、次

により自主防災訓練を実施する。

訓練は個別訓練及び総合訓練とする。

個別訓練・‥情報の収集伝達、消火、避難、救出、救護訓練とする。

総合訓練‥・2以上の個別訓練について、総合的に行うものとする。

6．情報の収集伝達

情報班は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の情報を収集するとともに、必要と

認められる情報を地域住民、防災関係機関等に伝達する。

7．出火防止及び初期消火

（1）大地震においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因となるので、火気使用設備

器具の整備及び周辺の整理整頓、危険物等の保管状況、消火器等消火器材の整備、建物等の危

険個所等点検整備を行う。

（2）初期消火対策として、地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消

火することができるよう消火栓の活用、消火器、水バケツ等の確認及び点検整備を行う。

8．救出救護

（1）建物の崩壊、落下物のより救出救護を要する者が生じたとき、現場付近の者は直ちに救

出救護活動を行い、救出救護班は、防災関係機関の出動を要請する。

（2）医療関係への連絡‥・①京都山城総合医療センター　②市内開業医　③木津川市木津

保健センター　等

（3）避難場所…‥①木津′J＼学校　②中央交流館　③中央体育館　④瓦谷公園　等

9．給食給水

給食給水班員は、市から配分された食料・飲料水、また地域の家庭から提供された食料・飲料

水で給食給水活動を行う。

10．防火資器材等の備蓄及び管理

防火資器材等の備蓄及び管理に関しては、自主防災会及び木津川市役所が行う。

11．自主防災実施計画

相楽中部消防署員及び木津町消防団員等の指導で、地域住民を対象に訓練を実施する。

相三　　三泰 �h曲ｮﾈ.i~ﾈ�(�ﾝｸｬH�����ﾂ���X8｢�

牒掛∵ ��H･x�9yx躪7鞴���ﾈ-Y�9w����葎�ﾈ�ﾈ�ﾂ�ﾍ｢��2������8ﾙ8��8ﾘvﾂ��H�Xu������白瓜 ＝；J′・＄薫 頓から豪族で謎し エツクしておき蓋し 叫■■■・●■．■■〇 一ド▼ナTttって暮柵 顔中■挿・などt書■ 七■●t■ �� 
…I 

地域叩頭等が′←′鉾宝 器藤‘ゝこ≡鸞 ●咽 ●椚書棚 ●血糊 ●猟書能は．Ⅲつで 拙、棚火 慧＝－摘詔長嘉一一筆 附題題品 や－r・・諾監、．叩肌 蒙与つくサー触 ●■■・舶棚∧ 

・慧慧訝仁【‾F■「無意 ここと・　　　や車 ��������b�ｿ永�����,踪ｫ倬i~��
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財団法人自治総合センターコミュニティ助成による物品管理規定

略称「木津町区自主防災会物品管理規定（宝くじ）」
制定　平成27年5月　24日

【目　　的】

第1条　この規定は、木津町区自主防災会（以下、本会という。）が管理する財団法人自治総合セ

ンターコミュニティ助成事業による物品の使用と保管について定める。

【助成事業物品】

第2条　助成事業による物品は、本会長の管理のもとに、本会が使用することとするが、本会長

もしくは本会役員会の承認をもって本会以外の団体も使用できることとする。

【備品台帳】

第3条　助成事業による物品は、備品台帳を作成し本会長が管理する。また、毎年行う会計監査

において在庫の確認を行う。

【財団法人自治総合センターへの協力】

第4条　助成事業による物品については、助成制度の趣旨を理解して使用し、財団法人自治総合

センターが行う地方自治の振興及び住民福祉の増進への活動や宝くじの普及広報に関

する活動へ協力することとする。
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社会福祉協議会木津町区支部規約
制定　平成23年6月13日　　改定　平成30年4月　1日　　改定　令和　2年4月1日

改定　令和　3年4月　1日

【名　　称】

第1条　この会は、木津川市社会福祉協議会木津町区支部（以下、「本会」という。）と称する。

【事務所の所在地】

第2条　本会の事務所は支部長宅におく。

【目　　的】

第3条　本会は、木津川市社会福祉協議会（以下、「市社協」という。）の目的にしたがい木津町

区行政のもと地区実践機関とし、関係者の緊密なネットワークにより地区社会の福祉を

増進することを目的とする。

【事　　業】

第4条　本会は、前条の目的を達成するために、市社協の事業を分担すると共に地区に即応した

福祉事業を行う。

【会　　員】

第5条　本会の会員は、木津町区自治会負と同等とする。

【役員ならびに委員】

第6条　本会に次の役員ならびに福祉委員を置く。

（1）支　部　長　　　1名

（2）副支部長　　　1孝一

（3）会　　　計　　　1名

（4）監　　　事　　　1名

（5）福祉委員　　　　数十名

【役員および福祉委員の任務】

第7条　本会の役員および福祉委員の任務は以下のとおりとする。

（1）支部長は、本会を代表し本会の運営を統括する。

（2）副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故があるときは、その職務を代行する。

（3）会計は、本会の会計を司る。

（4）監事は、本会の業務並びに会計監査を行う。

（5）福祉委員は、本会の業務推進にあたる。

【役員の選任と任期】

第8条　支部長、会計の選任方法は以下のとおりとする。

（1）支部長は、木津町区役員のうち地域長退任者が就任する。

（2）会計は、木津町区役員のうち地域長就任者が就任する。

2．　前項で不都合が生じた場合には、本会の役員会で協議し、他の適任者を選任できるもの

とする。

3．　副支部長、監事は、福祉委員会議の同意を得て支部長が委嘱する。

4．　支部長、会計の任期は、木津町区役員の在任期間に合わせ2年とする。副支部長、監事

の任期は2年とするが、再任は妨げない。

【福祉委員の選任と任期】

第9条　福祉委員は、次の者をもって構成する。

（1）各町内会から福祉委員として選任された者。

（2）民生委員。

（3）その他、木津町区地域内で活動する各種団体等から推薦・選任された者。

－30－



2．　各町内会または各種団体等から選任された福祉委員の任期は、その町内会または団体等

が定める任期とする。

3．　民生委員による福祉委員の任期は、その在任期間とする。

【評議員候補の推薦】

第10条　市社協から、評議員候補の推薦依頼をうけたときは、福祉委員会において会員の中から

選考し、市社協に推薦する。

【顧問・相談役】
第11条　本会に顧問・相談役を若干名置くことができる。

2．　顧問・相談役は、福祉委員会議の同意を得て支部長が委嘱する。

【会　　議】

第12条　毎年1回、会員の参加による総会を行う。ただし、福祉委員会議をもってこれに代える

ことができる。

2．　本会の決議機関は、福祉委員会とし必要に応じ支部長が招集する。

【会　　計】

第13条　本会の経費は、木津町区の助成金、市社協の助成金、その他の収入をもってあてる。

2．　本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3．月31日に終わる。
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木津町区青少年育成委員会規約
制定　平成23年16月13日　　改定　平成30・牢16月16日　　改定　令和　元年16月1日

改定　令和　2年　6月13日　　改定　令和　3年　6月13日

【名　　称】

第1条　この会は、木津町区青少年育成委員会（以下、「本会」という。）と称する。

【事務所の所在地】

第2条　本会の事務所は委員会長宅に置く。

【目　　的】

第3条　本会は、木津町区内の関係機関・団体及び住民の連携により地域ぐるみで青少年の健全

な育成を図ることを目的とする。

【事　　業】

第4条　本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（1）青少年の健全育成に関する活動

（2）社会環境の浄化に関する活動

（3）非行少年の早期発見と非行防止活動

（4）その他、本会の目的を達成するために必要な事業

【会　　員】

第5条　本会の会員は、木津町区の構成員と同等とする

【役員ならびに委員】

第6条　本会に次の役員を置く。

（1）委　　員　　長　　　1名

（2）副委員長兼会計　　　1名

（3）監　　　　　事　　　1名（区地域長兼務）

2．　委員長は副委員長兼会計が継承任命される。

3．　副委員長兼会計は付表のとおり輪番制とし、各町の互選とする。

4．　委員長ならびに副委員長兼会計の任期は1年とする。

5．　監事は木津町区地域長が兼務する。

6．　委員（青少年育成委員）は各自治会より選出し任期は各削台会の定めによるものとする．

委員長及び副委員長兼会計は本委員を兼務しなければならない。

【役員並びに委員の任務】

第7条　委員長は、本会を代表し本会の運営を統括する。

2．　副委員長兼会計は、委員長を補佐すると共に本会の会計等事務一切を司る

3，　監事は本会の会計監査を司る。

4．　委員は本会の目的を達成するための活動を行う。

【会　　議】

第8条　本会に、総会及び委員会を置く。

【総　　会】

第9条　総会は全会員をもって構成する。

2．　総会は、毎年1回開催する。但し、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。

3，　総会は、委員長が招集する。

4．　総会は、次の事項を審議し、実施する。

（1）規約の改定に関すること

（2）事業計画に関すること
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（3）予算及び決算に関すること

（4）その他、総会が特に必要と認めたこと

5．　総会は、その付議事項の一部を委員会に委任することができる。

【委　員　会】

第10条　委員会は、委員長が招集し、役員及び委員によって構成する。

2．　委員会は、次の事項を審議し、実施する。

（1）総会に提出すべきことがら

（2）総会より委任されたことがら

（3）その他、委員会が特に必要と認めたことがら

：【経　　費】

第11条　本会の運営に要する経費は、助成金その他の収入をもってこれに充てる。

【会計年度】
第12条　会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

肛会計監査】

第13条　会計監査は、毎年1回監事が行う。但し、必要がある場合は、臨時にこれを行うことが

できる。

2．　監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

年　度 兀ｸ効什+xﾉ8檍ﾇb�委　員　長 

令和3年度 （2021） 倅�)ｩmｨ�X賈)ｩm｢�小寺町 

令和4年度 （2022） 佻ﾉ)ｩm｢�三丁目・四丁目 

令和5年度 �>ﾈ4ｸ�ｸ6h98�X5H984ｸ�ｸ6h98�X4�8ﾈ486��五丁目 

（2023） �8ｸ�Y=驂y;�3"�

令和6年度 倅��*ﾈ�X��wI*ﾈ�X-ﾘ,x.�*ﾈ�X8ｨ�ｸ7X8ｸｷｲ�南ガーデン・サンガーデン・クレイド≡ 

（2024） �6ﾙ>��Xｷｸ6ﾙ>���x�X7H4�8ﾈ5�6r�ル・奈良道32 

令和7年度 ��ﾈﾋI*ﾈ�Xﾔｹ*ﾈ�X���ﾉ*ﾈ�Ym�,9Jｨ5�-��Ym��、三桝町・若葉町・みどり町・リーブル官 

（2025） �,8ｪ)$ｩ(h匣��ﾏh��>ﾂ�ノ内・宮ノ内107・フォレスト 

令和8年度 ��ﾉ*ﾂ�川原町・幸町・城西町・木津八ヶ坪・木 

（2026） 剪ﾃ瓦谷中央　公園南 

令和9年度 （2027） 儻9?������Y��68齪��橙�西町 

令和10年度 （2028） 傅ﾈ鮖*ﾂ�不二荘園・神田自治会 

令和11年度 （2029） 倅�)ｩmｨ�X賈)ｩm｢�小寺町 

令和12年度 （2030） 佻ﾉ)ｩm｢�三丁目・四丁目 

※　自治会の名称は（「木津町区規約第5条」に基づく）
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トロ脚、潮・
【防犯パトロールの目的】
1．青少年の健全育成、並びに不審者対策

2．犯罪、事故災害の被害を未然に防止すること

3．地域の皆さんが安全に苅する関心を高めること

4．地域の連帯感を醸成すること

5．地域の犯罪抑止機能を高めること

【パトロールの区域】
1．木津町区全域（井関川周辺含む）

2．木津小学校・木津中学校通学路

3．小寺構・大正横付近く旧消防小屋付近）

4．新天神橋の橋脚下

5．田中神社・≡柱神社（お伊勢さん）境内

6．瓦谷公園（通称「石公園」）・ふれあい広場 不審者・不審攣両を見たら110番

安心・安全のまちづくり

防犯活動の稚進
防犯意識の高揚

みんなのまち

【主　催】木津町区　青少年育成委員会木津町区支部　社会福祉協議会木津町区支部

【後　攫】木津警察署　木津川市教育委員会　木津小学校PTA　木津中学校PTA

防犯パトロールは、木津町区のボランティア活動として毎週月・木曜日午後4時頃に実施してい

ます。また、散歩時等に随時、任意コースのパトロールも行っています。これらのボランティア活動

に興味・関心をお持ちの方は、木津町区役員まで連絡下さい。

是非ご参加いただきますようお願い致します圭
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木津合同樋門 

豊楽橋 

小寺橋 

円度川 

新反田川 

避難場所：中央交流会館 

避難場所：中央体育館 

不二荘園 

神田自治会 

小寺町 

城西町 
幸町 

西町 

木津瓦谷中央 
木津八ヶ坪 

川原町 

若葉町 

みどり町 

三桝町 

五丁目 

三丁目 

四丁目 

ｸﾚｲﾄﾞﾙ 

南ｶﾞｰﾃﾞﾝ 

ﾌｫﾚｽﾄ 

井関川伏越樋門（吐口） 

小川 

木津町区自治会地図 

井関川 

ｻﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ 

鹿川 

反田川 

反田川 

（暗渠） 
国道 163 号 

国道 24 号 

井関川 

旧反田川 

避難場所：木津小学校 

大正橋 

極楽橋 

井関川 

城戸橋 

新天神橋 

ﾘｰﾌﾞﾙ宮ノ内 

五丁目 

宮ノ内 107 

瓦谷公園 

旧反田川 

（暗渠） 

新反田川 

大阪橋 

市道 335 号 

土嚢ステーション設置箇所 

井関川伏越樋門（呑口） 

防犯カメラ設置箇所 

逆流防止樋門 

木津町区境界線 

木津町区境界線 

設置箇所 

公園南 

三 丁 目 南 ガ ー デ ン 木津小学校 72-0038

四 丁 目 城 西 町 中央図書館 72-2980

五 丁 目 サ ン ガ ー デ ン 木津警察署 72-0110

小 寺 町 木 津 八 ヶ 坪 中央交流会館 72-8800

西 町 神 田 自 治 会 中央体育館 72-3636

川 原 町 木 津 瓦 谷 中 央 市民スポーツセンター 72-7983

三 桝 町 リ ー ブ ル 宮 ノ内 いさじ医院 75-2153

不 二 荘 園 ク レ イ ド ル ネッツトヨタヤサカ木津 73-2231

幸 町 宮 ノ 内 １ ０ ７ 木津川市役所 72-0501

み ど り 町 公 園 南 木津簡易裁判所 72-0156

若 葉 町 フ ォ レ ス ト 木津保健センター 72-3310

木津小学校 72-0038

中央交流会館 72-8800

中央体育館 72-3636

※　本図表では自治会名として一部略称を使用しています。

コーポ西口　福井マンション

サンシャイン　サニーパレス　プレミール

ルミエール木津　モルティ木津　リバーバレー

グリーンハイツ　フォルトーナ　フロープラッツ

プラヌス木津　サントノーレ　シャーメゾン宮ノ内

AED設置場所（●印）

広 域 避 難 場 所

町 内 会 ／ 自 治 会 名




